
青森県こども・若者の自殺危
機対応チーム支援事業 説明会

令和６年８月２０日（火）

15:30～17:00

リモート開催



小中高生の自殺が増えている



こども・若者の自殺対策









青森県こども・若者の自殺危機対応チーム支援事業

１ 事業の目的

・自殺問題は背景や要因が多岐に渡り、学校や市町村単独では対
応のノウハウが積み重ね難い。

よって、地域の支援者である学校現場や市町村に対して、多職種
による専門家チームを派遣し、

・支援者支援を行うことによって、こども・若者の自殺防止を図
る

・他職種、多領域による地域の支援ネットワークの形成と強化に
寄与する



２ 実施主体

• 本事業の実施主体は青森県とし、障がい福祉課、学校教育課、
県民活躍推進課、青森県立精神保健福祉センターが共同で事務
局を担う。

• 運営事務局を青森県立精神保健福祉センターに置く。運営事務
局以外の事務局は、所管に関わる事項や関係機関との連絡、調
整を行う。



３ 事業内容

• 自殺危機対応チームは、自殺のリスクを抱えるこども・若者を身
近な地域で支援する者(以下「支援者」という)に対して、派遣等に
より次に掲げる業務を行う。

(１) 自殺危機やその背景となる要因等のアセスメントに関すること

(２) 支援者による支援計画の作成に関すること

(３) 支援者等による支援計画の実施に係る技術的助言を行うこと

(４) 支援結果を検証し自殺防止対策の普及を行うこと

(５) その他、子ども・若者の自殺防止対策に関すること



４ 組織・運営

• 自殺危機対応チーム座長は青森県立精神保健福祉センター所長
をもって充てる。

• 次の各号に掲げる者の中から適任者を自殺危機対応チームメン
バーに委嘱する。

① 精神科医

② 公衆衛生専門家

③ 弁護士

④ 心理士

⑤ 社会福祉士



５ 支援の実施
(1)支援の申し込み

・支援者は、電話等により運営事務
局に支援の事前相談をする。運営事
務局は本人に起こっていることに加
えて必ず緊急度を聞き取り、必要に
応じ関係機関による保護や入院等を
調整する。

・緊急対応を要しないものについて、
本事業の対象とする。支援者は支援
申込シート(様式１)に支援ニーズ等
を記入し申し込む。

・事務局は、必要に応じて支援者に
対しアセスメントシート(様式２)に
よる調査を求める。※



※調査依頼
アセスメントシート(様式２)の

構成は、

• 本人の状況
• 保護者の状況
• 支援者、関係機関の状況
• これまでの支援の経過
• 自殺リスクに係る情報
• 自殺せずに済んでいる保護要因
• 関係者それぞれのニーズ

といったもので、支援に必要な情
報を網羅的に調査する視点を提供
する。



(2) 支援の決定
・運営事務局は、事前相談、アセ
スメントシートの情報を勘案し、
支援にあたるチームメンバーと方
法を決定する。

・支援方法は、チームメンバーの
現地への派遣の他、オンラインを
活用する等、支援者の要望に配慮
し柔軟に調整する。

・支援者に対し、支援実施通知
（様式３）を、選定されたチーム
メンバーに対し、派遣決定通知書
(様式４)を送付する。



(3) 支援の実施 ・運営事務局は、ケース会議をする場
合、支援ネットワークを形成する狙い
から、地域関係機関の参加を得られる
ようにする。

・新たな情報や関係機関の協力を得る
にしたがいアセスメントシート(様式
２)を更新していく。

・必要に応じ支援計画シート(様式５)
の作成を勧める。
シートの構成には、「本人の安定維持
のため」「不調のサイン時」「緊急
時」に誰が何をするのかという、クラ
イシスプランの機能を持たせている。

・単発の支援ではなく、ある程度継続
的に助言等の関わりをする。



(4) 支援結果の報告 及び ６ 運営会議

・支援に当たったメンバーは、支
援報告書(様式６)により、支援結
果を報告し、支援ノウハウを蓄積
する。

・支援者と、地域の関係機関は連
携を強め支援ネットワークを形成
して本人への支援を実施する。

・運営会議を実施し、支援を通じ
て得られた自殺危機対応に関する
知見をまとめ、支援者や地域関係
機関への普及啓発について検討す
る。


